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平成 25年度事業計画書 

 

活動の基本方針 

新公益法人制度への対応を最重要課題と位置付け、全ての会が「公益法人」を目指す

という基本方針に則り、申請期限までに全ての会が申請を終えるための支援を行う。 

また、引き続き、法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きながら、組

織・財政基盤の再構築を図るために会員増強に力を入れるとともに、地域の活性化にも配

慮しつつ、以下に掲げる諸施策に取り組む。 

 

1．法人会の行う税知識の普及や納税意識の高揚に資する活動など各種事業への助成

事業 

新公益法人制度に対応し、全国の法人会においては公益を目的とする諸事業を積極

的に展開することとする。 

全法連では、これら諸事業（東日本大震災にかかる被災地の復興支援を含む）を助

成するための事業を実施する。 

 

2．税を巡る諸環境の整備改善等を図ることを目的とする事業 

（1）税制改正への提言 

わが国においては、東日本大震災の被害から早急に復興を果たし、低迷する景気を

回復基調に乗せることが優先課題となっている。加えて、財政再建と持続可能な社会

保障制度を構築するための社会保障と税の一体改革関連法案が成立したが、改革に向

けて一歩を踏み出したにすぎず、今後の対応が重要となる。 

このほか、少子高齢化やグローバル化の進展など社会構造の変化への対応など、山

積する諸課題に広く対処していく必要がある。 

こうした情勢を踏まえ、地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制を

はじめ、税のオピニオンリーダーとしてわが国の将来を展望した建設的な提言に努め

る。 

また、こうした活動に資するため、「税制セミナー」、「全国大会」を開催する。 

 

（2）税の啓発活動・租税教育活動 

① 一般市民、次世代を担う児童・生徒に税の仕組みなどを理解してもらうため、

租税教育、租税教室の充実に努めるとともに、これに資する租税教育用教材を引

き続き全法連で作成・配付する。 

② 青年部会による「租税教育活動」、女性部会による「税に関する絵はがきコン

クール」を積極的に推進する。また、「青年の集い」、「女性フォーラム」を開



２ 

 

催するほか、全国納税貯蓄組合連合会主催の中学生の｢税についての作文｣事業を

後援する。 

③ 申告納税制度の一層の定着に資するため、消費税の「期限内納付」の推進に努

める。 

 

（3）研修活動の充実 

一般の企業及び市民、会員に対する税知識の一層の普及啓発に努めることとし、こ

れに資する有効な研修教材の作成・配布を行う。 

 

（4）税に関する広報の充実 

広く一般に対し、税の啓発や「ｅ－Ｔａｘ」の普及に資するためのＰＲ活動など、

訴求効果に配意しながら各種媒体を利用した税関連広報を実施する。 

 

（5）申告納税制度の維持・発展に資するため、国税当局と協力し、中小企業の税務コン

プライアンス向上に新たに取り組むこととし、一部の会において試行的に実施する。 

 

3．地域の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業 

（1）地域活性化事業 

各地域における経済社会環境（含む地球温暖化問題）の改善、活性化に資する事業

の実施又は支援等を行う。 

 

（2）環境活動への取り組み 

電力供給不足等に対応するため、引き続き女性部会において節電対策「いちごプロ

ジェクト」（家庭における使用電力の削減運動）に地域の実情を勘案しつつ取り組む

こととし、これに資する資料等の作成・配布を行う。 

 

（3）情報誌の発行 

情報誌「ほうじん」について、会員企業の経営者、経理担当者、会員以外の一般市

民等を対象に、税の分野をはじめとして、経済、経営、経理、健康等、幅広い分野に

亘って最新の情報を提供することを目的に発行する。 

 

4．法人会の活動を支援することを目的とする事業 

（1）組織の強化・充実 

① 法人会組織を今後も存続・発展させる観点から、県連・単位会の組織基盤強

化・維持を図るため、前年以上の法人会員数確保を目指す諸施策を実施する。 
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② 全国的な「会員増強月間」を設定し、役員の率先した参画や指導のもと新規加

入の推進を行うとともに退会防止策を講じる等、より効果的な対応策を展開する。 

 

③ 会員企業の活性化、会員企業の企業価値の向上に資する事業の展開を目指す。 

 

④ 東日本大震災における被災会の復旧・復興を支援するため、被災法人会支援募

金活動を引き続き実施し、全国の法人会に協力を呼びかける。 

 

⑤ 全国の法人会事務局職員の資質・技能向上を目的として、事務局セミナーを

開催するほか、コンプライアンス・ガバナンスの徹底を目的として、これら

に係る諸規程の整備を行い、県連・単位会に対して当該資料の提供を行う。 

 

（2）広報活動の充実 

法人会の知名度向上・活動内容の周知・会費が高いと誤認されている事などの解消

を図り、会員増強等に資する広報活動を充実させるとともに、法人会内部のコミュニ

ケーションギャップの解消に努める。 

このため、全法連においては、ポスター・ラジオＣＭの作成や全国紙によるＰＲを

行うほか、ホームページの充実、マスコミ等に対するパブリシティ向上に努める広報

活動を展開する。 

また、「経営者の声」アンケート調査システムについては、さらなる充実を図ると

ともに、アンケート結果について対外的なＰＲを強化する。 

 

（3）青年・女性部会の充実 

① 青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動｣および｢部会員増強運動」につい

ては、然るべき目標値を設定の上、引き続き積極的な展開を図る。 

また、法人会アンケート調査システムの普及・活用に努める。 

 

② 「女性部会のあり方（指針）」に沿って、税の啓発活動や社会貢献活動に積極

的に取り組み、部会員の資質向上と法人会活動の充実・活性化に努める。 

 

5．法人会の福利厚生の向上に資することを目的とする事業 

法人会の福利厚生制度を取り巻く厳しい環境を認識し、福利厚生制度の充実と法

人会の財政基盤のより一層の強化を図るとの観点に立ち、会員ニーズや時代にマッ

チした商品構成を確保するとともに新規事業分野の開拓を図り、また、時代に即し

た推進体制の構築に努めることとする。なお、がん保険制度が発足30周年に該当す
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ることから、推進のための記念キャンペーンを実施する。経営者大型総合保障制度

については、推進のため引き続き紹介運動を実施する。ビジネスガードについては

好調に推移しており、県連の実情に応じて進展を図る。 


